
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
建
設
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
契　

約　

課
）　

　

一

 
訓

令

甲

〇
県
工
事
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
検　

査　

課
）　

　

一

 
告

示

〇
県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
定
の
一
部

　

を
改
正
す
る
告
示 

（
会　

計　

課
）　

　

二

〇
出
納
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
定
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
平
成
十
二
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
号
（
地
方
公
所
の
指
定
）
の
一
部
改
正 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
平
成
八
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
十
二
号
（
工
事
請
負
契
約
書
及
び
変
更
契
約
書
の
様

　

式
）
の
一
部
改
正 

（
契　

約　

課
）　

　

四

 
規

則

　

建
設
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
十
六
号

　
　
　

建
設
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

建
設
工
事
執
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
十
条
第
二
項
中
「
部
分
払
の
」
の
下
に
「
各
会
計
年
度
に
お
け
る
」
を
加
え
る
。

　

別
表
地
方
公
所
（
財
務
規
則
第
二
条
第
二
号
の
地
方
公
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。（
工
事
の
施
行
の
権
限
を
そ
の
長

に
委
任
さ
れ
て
い
る
地
方
公
所
に
限
る
。））
の
項
中
「
及
び
南
三
陸
支
所
長
」
を
削
り
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
一
号

　

県
工
事
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

県
工
事
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

県
工
事
検
査
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
三
項
中
「
掲
げ
る
」
の
下
に
「
職
に
あ
る
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
職
に
あ
る
者
」
を
「
職
員
」
に

改
め
る
。

　

別
表
第
一
検
査
課
の
項
中
「
技
術
補
佐
（
総
括
担
当
）」
の
下
に
「
、
技
術
主
査
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職

員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。）
に
限
る
。）」
を
加
え
る
。

　

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（1）　 平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第15号　　 
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出
先
機
関
（
行

政
組
織
規
則

（
昭
和
三
十
五

年
宮
城
県
規
則

第
七
十
六
号
）

第
二
十
五
条
第

二
項
の
出
先
機

関
を
い
う
。
以

下
同
じ
。（
工
事

の
施
行
の
専
決

権
限
を
そ
の
長

が
有
す
る
出
先

機
関
に
限
る
。

））

当
該
建
設
工
事
を
所
掌
す
る
出
先

機
関
の
長

入
札
執
行
者
の
所
属
す
る
出
先
機
関
に
副
所
長
が
置
か

れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
副
所
長
（
複
数
の
副
所
長

を
置
く
出
先
機
関
に
あ
つ
て
は
、
庶
務
を
担
当
す
る
副

所
長
）
又
は
総
括
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
次
長
（
複
数
の

総
括
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
次
長
を
置
く
出
先
機
関
に
あ

つ
て
は
、
庶
務
を
担
当
す
る
次
長
）、
入
札
執
行
者
の

所
属
す
る
出
先
機
関
に
副
所
長
を
置
か
ず
、
総
括
担
当

を
命
ぜ
ら
れ
た
次
長
が
置
か
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て

は
総
括
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
次
長
（
複
数
の
総
括
担
当

を
命
ぜ
ら
れ
た
次
長
を
置
く
出
先
機
関
に
あ
つ
て
は
、

庶
務
を
担
当
す
る
次
長
）

地　

方　

機　

関

地
方
振
興
事
務
所

職　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

員

農
業
農
村
整
備
部
、
林
業
振
興
部
、
水
産
漁
港
部
及
び
農
林
振
興
部
の
技
術
を
担

当
す
る
職
員（
技
師
の
職
に
あ
る
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）、



　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
五
号

　

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
百
九

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

指
定
金
融
機
関
等
の
う
ち
、
マ
ル
チ
ペ
イ
メ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
地
方
公
共
団
体
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

と
金
融
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
計
算
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）
を
利
用
す
る
事
務
を
取
り
扱
う
金
融
機
関
の
名
称
及
び
位
置
は
、
別
表
第
四
の
と
お
り
と
す
る
。

　

第
三
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５　

マ
ル
チ
ペ
イ
メ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
す
る
事
務
の
範
囲
は
、
県
税
並
び
に
こ
れ
に
係
る
延
滞
金
、
過
少
申

告
加
算
金
、
不
申
告
加
算
金
、
重
加
算
金
、
滞
納
処
分
費
及
び
過
料
の
収
納
と
す
る
。

　

別
表
第
三
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
四
（
第
二
条
関
係
）

　

マ
ル
チ
ペ
イ
メ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
す
る
事
務
を
取
り
扱
う
金
融
機
関

号外第15号　平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

名　
　
　
　
　
　

称

（
金
融
機
関
名
）

株
式
会
社
七
十
七
銀
行

株
式
会
社
仙
台
銀
行

株
式
会
社
み
ず
ほ
銀
行

株
式
会
社
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行

株
式
会
社
三
井
住
友
銀
行

株
式
会
社
り
そ
な
銀
行

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行

株
式
会
社
秋
田
銀
行

株
式
会
社
荘
内
銀
行

株
式
会
社
岩
手
銀
行

位　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

置

仙
台
市
青
葉
区
中
央
三
丁
目
三
番
二
十
号

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
二
丁
目
一
番
一
号

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
一
丁
目
一
番
五
号

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
七
番
一
号

東
京
都
千
代
田
区
有
楽
町
一
丁
目
一
番
二
号

大
阪
市
中
央
区
備
後
町
二
丁
目
二
番
一
号

青
森
市
勝
田
一
丁
目
三
番
一
号

秋
田
市
山
王
三
丁
目
二
番
一
号

鶴
岡
市
本
町
一
丁
目
九
番
七
号

盛
岡
市
中
央
通
一
丁
目
二
番
三
号

王
城
寺
原
補
償
工
事
事
務

所土
木
事
務
所

港
湾
事
務
所

下
水
道
事
務
所

ダ
ム
総
合
事
務
所

仙
台
港
背
後
地
土
地
区
画

整
理
事
務
所

地
域
事
務
所
の
農
業
農
村
整
備
部
、
林
業
振
興
部
及
び
栗
駒
ダ
ム
管
理
事
務
所
の

技
術
を
担
当
す
る
職
員
、
南
三
陸
支
所
の
技
術
を
担
当
す
る
職
員
。
た
だ
し
、
技

術
主
査
の
職
に
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
再
任
用
職
員
に
限
る
。

技
術
を
担
当
す
る
職
員
（
技
師
の
職
に
あ
る
職
員
を
除
く
。）。
た
だ
し
、
技
術
主

査
の
職
に
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
再
任
用
職
員
に
限
る
。

技
術
を
担
当
す
る
職
員
（
技
師
の
職
に
あ
る
職
員
を
除
く
。）。
た
だ
し
、
技
術
主

査
の
職
に
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
電
気
若
し
く
は
機
械
を
担
当
す
る
職
員
又
は

再
任
用
職
員
に
限
る
。

技
術
を
担
当
す
る
職
員
（
技
師
の
職
に
あ
る
職
員
を
除
く
。）。
た
だ
し
、
技
術
主

査
の
職
に
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
再
任
用
職
員
に
限
る
。

技
術
を
担
当
す
る
職
員
（
技
師
の
職
に
あ
る
職
員
を
除
く
。）。
た
だ
し
、
技
術
主

査
の
職
に
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
電
気
若
し
く
は
機
械
を
担
当
す
る
職
員
又
は

再
任
用
職
員
に
限
る
。

技
術
を
担
当
す
る
職
員
（
技
師
の
職
に
あ
る
職
員
を
除
く
。）。
た
だ
し
、
技
術
主

査
の
職
に
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
電
気
若
し
く
は
機
械
を
担
当
す
る
職
員
又
は

再
任
用
職
員
に
限
る
。

技
術
を
担
当
す
る
職
員
（
技
師
の
職
に
あ
る
職
員
を
除
く
。）。
た
だ
し
、
技
術
主

査
の
職
に
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
再
任
用
職
員
に
限
る
。

株
式
会
社
東
北
銀
行

株
式
会
社
東
邦
銀
行

株
式
会
社
東
京
ス
タ
ー
銀
行

杜
の
都
信
用
金
庫

盛
岡
市
内
丸
三
番
一
号

福
島
市
大
町
三
番
二
十
五
号

東
京
都
港
区
赤
坂
一
丁
目
六
番
十
六
号

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
四
丁
目
六
番
一
号



　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号

　

出
納
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

出
納
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

出
納
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

別
表
第
一
の
三
の
項
中
「
次
席
の
吏
員
」
を
「
次
席
の
職
員
」
に
、「
命
ぜ
ら
れ
た
吏
員
」
を
「
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
」

に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
中 

を

 

に
改
め
、
同
表
松
島
自
然
の

家
の
項
中
「
石
巻
教
育
事
務
所
」
を
「
東
部
教
育
事
務
所
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
七
号

　

平
成
十
二
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
号
（
地
方
公
所
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

「

特
別
支
援
教
育
セ
ン
タ
ー

泉
が
岳
自
然
の
家

仙
台
教
育
事
務
所

」

「

特
別
支
援
教
育
セ
ン
タ
ー

仙
台
教
育
事
務
所

」

（3）　 平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第15号　　 

み
や
ぎ
登
米
農
業
協
同
組
合

い
し
の
ま
き
農
業
協
同
組
合

南
三
陸
農
業
協
同
組
合

株
式
会
社
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
中
江
三
丁
目
九
番
一
号

石
巻
市
中
里
五
丁
目
一
番
十
二
号

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
大
森
一
番
地

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
一
丁
目
三
番
二
号

宮
城
第
一
信
用
金
庫

石
巻
信
用
金
庫

仙
南
信
用
金
庫

気
仙
沼
信
用
金
庫

一
関
信
用
金
庫

あ
ぶ
く
ま
信
用
金
庫

仙
台
市
青
葉
区
中
央
三
丁
目
五
番
十
七
号

石
巻
市
中
央
三
丁
目
六
番
二
十
一
号

白
石
市
沢
端
町
一
番
四
十
五
号

気
仙
沼
市
八
日
町
二
丁
目
四
番
十
号

一
関
市
幸
町
五
番
五
号

南
相
馬
市
原
町
区
栄
町
二
丁
目
四
番
地

仙
北
信
用
組
合

東
北
労
働
金
庫

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

み
や
ぎ
仙
南
農
業
協
同
組
合

仙
台
農
業
協
同
組
合

岩
沼
市
農
業
協
同
組
合

名
取
岩
沼
農
業
協
同
組
合

み
や
ぎ
亘
理
農
業
協
同
組
合

あ
さ
ひ
な
農
業
協
同
組
合

古
川
農
業
協
同
組
合

栗
原
市
若
柳
字
川
北
中
町
十
一
番
地

仙
台
市
青
葉
区
北
目
町
一
番
十
五
号

石
巻
市
開
成
一
番
二
十
七

柴
田
郡
柴
田
町
西
船
迫
一
丁
目
十
番
三
号

仙
台
市
宮
城
野
区
新
田
東
二
丁
目
十
五
番
地
の
二

岩
沼
市
中
央
二
丁
目
五
番
三
十
号

名
取
市
増
田
一
丁
目
十
二
番
三
十
六
号

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
田
沢
字
遠
原
三
十
六
番
地

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
南
三
丁
目
六
番
地
の
二

大
崎
市
古
川
北
町
三
丁
目
十
番
三
十
六
号

加
美
よ
つ
ば
農
業
協
同
組
合

い
わ
で
や
ま
農
業
協
同
組
合

み
ど
り
の
農
業
協
同
組
合

栗
っ
こ
農
業
協
同
組
合

加
美
郡
色
麻
町
四
竈
字�
木
町
十
四
番
地
の
一

大
崎
市
岩
出
山
下
野
目
字
二
ツ
屋
三
十
九
番
地

遠
田
郡
美
里
町
字
素
山
町
一
番
地

栗
原
市
志
波
姫
堀
口
見
渡
二
番
地
の
一



　

第
四
号
中
「
大
崎
保
健
福
祉
事
務
所
、
栗
原
保
健
福
祉
事
務
所
、
登
米
保
健
福
祉
事
務
所
、
石
巻
保
健
福
祉
事
務
所
」

を
「
北
部
保
健
福
祉
事
務
所
、
東
部
保
健
福
祉
事
務
所
」
に
、「
中
央
地
域
子
ど
も
セ
ン
タ
ー
、
大
崎
地
域
子
ど
も
セ

ン
タ
ー
、
石
巻
地
域
子
ど
も
セ
ン
タ
ー
」
を
「
中
央
児
童
相
談
所
、
北
部
児
童
相
談
所
、
東
部
児
童
相
談
所
」
に
改
め

る
。

　

第
五
号
中
「
大
崎
地
方
振
興
事
務
所
、
栗
原
地
方
振
興
事
務
所
、
登
米
地
方
振
興
事
務
所
、
石
巻
地
方
振
興
事
務
所
」

を
「
北
部
地
方
振
興
事
務
所
、
東
部
地
方
振
興
事
務
所
」
に
改
め
る
。

　

第
六
号
中
「
林
業
試
験
場
、
水
産
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
、
気
仙
沼
水
産
試
験
場
、
内
水
面
水
産
試
験
場
及
び
栽
培
漁

業
セ
ン
タ
ー
」
を
「
林
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
及
び
水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

　

第
七
号
中
「
仙
台
東
土
木
事
務
所
、
大
崎
土
木
事
務
所
、
栗
原
土
木
事
務
所
、
登
米
土
木
事
務
所
、
石
巻
土
木
事
務

所
」
を
「
北
部
土
木
事
務
所
、
東
部
土
木
事
務
所
」
に
、「
仙
台
港
湾
事
務
所
、
塩
釜
港
湾
事
務
所
」
を
「
仙
台
塩
釜

港
湾
事
務
所
」
に
改
め
る
。

　

第
八
号
中
「
大
崎
教
育
事
務
所
、
栗
原
教
育
事
務
所
、
登
米
教
育
事
務
所
、
石
巻
教
育
事
務
所
」
を
「
北
部
教
育
事

務
所
、
東
部
教
育
事
務
所
」
に
、「
泉
が
岳
自
然
の
家
、
志
津
川
自
然
の
家
、
蔵
王
自
然
の
家
、
松
島
自
然
の
家
」
を

「
松
島
自
然
の
家
、
蔵
王
自
然
の
家
、
志
津
川
自
然
の
家
」
に
改
め
、「
白
石
高
等
学
校
」
の
下
に
「
、
角
田
高
等
学

校
」
を
加
え
、「
第
一
女
子
高
等
学
校
」
を
「
築
館
高
等
学
校
、
気
仙
沼
高
等
学
校
、
宮
城
第
一
高
等
学
校
」
に
改
め
、

「
石
巻
好
文
館
高
等
学
校
」
の
下
に
「
、
古
川
黎
明
高
等
学
校
」
を
加
え
、「
、
矢
本
高
等
学
校
」
を
削
り
、「
田
尻
高

等
学
校
」
の
下
に
「
、
田
尻
さ
く
ら
高
等
学
校
」
を
加
え
、「
、
角
田
高
等
学
校
、
築
館
高
等
学
校
、
気
仙
沼
高
等
学

校
、
古
川
黎
明
高
等
学
校
」
を
削
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
八
号

　

平
成
八
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
十
二
号
（
工
事
請
負
契
約
書
及
び
変
更
契
約
書
の
様
式
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

3.

　

様
式
第
一
号
の
第
三
十
五
条
第
七
項
中
「  4  パ

セ
ン
ト

3.7

」
を
「   パ

セ
ン
ト

」
に
改
め
同
様
式
の
第
四
十
二
条

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（適
用
除
外

）

第
4  2  条

の
２

第
40   条

か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は

こ
の
契
約
が
債
務
負
担
行
為
に
係
る
契
約
で
な
い
場
合
に
は

適
用
し
な
い

　

様
式
第
一
号
の
第
四
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
条
第
三
項
並
び
に
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中

3.

「  4  パ
セ
ン
ト

3.

」
を
「  7  パ

セ
ン
ト

」
に
改
め
る
。

ー
ー

，
，

。

ー
ー
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